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歯科材料 09歯 科用研磨器材 JMDN70907000

-般医療機器 歯科用アフレシフ研削材

カ ー ボ ラ ン ダ ム ポ イ ン ト (緑 色 )HP

【形状 0構造及び原理等 】        2)重 要な基本的注意

(概 要 )本 品は、炭化佳素を用いる技工用   本品が、眼に入らないように注意すること )

研削材 D軸付 き低石っ            チ∫ 一眼に 入った場 合は、直ちに大量の流水で

主ヽ成分 )炭 化佳素             i先 浄 した後、眼科医の診断を受 けることこ′

*【 使用日的、効能 又は効果 】      *【 保管方法及び有効期間等 】

炭化確素、アル ミ十等を用いる技工用

研削材をいうぅポイント、ホイール、テ ィスタ・〕本品は、直射 日光・高温・多湿の場所を避 けて

等を含む,                保管することぅ

【品 li仕 様 】                |,開 封後は、密封 して保管 することぅ

炭化佳素か らなる            ‐
_)本品は、歯科の従事者以外が触れないように

*【 1吏 用方法等 】              適切に保管・管理す ること。

本品を使用する際には、′ヽ ントビース   【包 装 】
イーカーに従 って シャンタを、確実に奥まで  30本 人・120本 入

挿 入 して使用前 に、予備回転を行い振れが *【 製造販売業者及び製造業者等の氏名又は

ないことを確認後、回転数5000rpm以 ドで   名称等 】

1吏 明して ドさいっ

【睫用 上の注意 】             製造販売業者 有限会社 づ=ェ _ラく ト

1)1吏 用注意                 及び製造 元
′l表示使用回転数を越えた場合には、破折 して 〒569-0011大 阪府高槻市道鵜町4丁 目20番 10号

けかをする恐れがあるので、表示使用「|]転数

を厳守することって、ノ、ントヒー ス ズーカー  TEL 0 7 2-669-418()
の指示に従って ンャレクを、確実に奥まで  FAX 0 7 2-669-4182
挿 入して半チャックでないことを確認

することっ又、使用前 に予備回転を行い、振れ 製造元 有限会社  ヲ=ェ _ジく ト

がないことを確認.す ることr

・■頭部の細い、長い、大 きい形状の ものは、

折れたり曲が ったりすることがあるので、

無理 な角度、過度の加圧での使用は避 けることぅ

一本品を使用する際には、‖∫ミの損傷を防 く

為に保護眼鏡なとの防具を使用すること.

(1本 品を扱 う際には粉塵による人体の影響を

避 ける為、局所吸塵装置、公的機関が認可 した

防塵マ スク等を使用し、粉塵を吸 入しないことっ

.・ 本品は、歯科 用研削材料の用途以外には使用

しないこと]

:本品は、歯科医療有資格 者以外は使用しない

,こ
.


